
第
二
号
議
案 

 
 

 

大
分
県
立
学
校
管
理
規
則
の
一
部
改
正
に
つ
い
て 

 

大
分
県
立
学
校
管
理
規
則
の
一
部
を
改
正
す
る
規
則
を
次
の
よ
う
に
定

め
る
。 

 
 

令
和
八
年
三
月
十
二
日
提
出 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

大
分
県
教
育
委
員
会
教
育
長 

 

山 

田 

雅 

文 

  
 

 

大
分
県
立
学
校
管
理
規
則
の
一
部
を
改
正
す
る
規
則 

 

大
分
県
立
学
校
管
理
規
則
（
昭
和
四
十
二
年
大
分
県
教
育
委
員
会
規
則
第
一
号
）
の
一
部
を
次
の
よ
う
に

改
正

す
る
。 

 

第
二
十
二
条
の
四
中
第
三
項
を
第
四
項

と
し
、
第
二
項
を
第
三
項

と
し
、
第
一
項
の
次
に
次
の
一
項
を
加

え
る
。 

２ 

前
項
の
規
定

に
か
か
わ
ら
ず
、
学
校
運
営
協
議
会
（
地
方
教
育
行
政
の
組
織
及
び
運
営
に
関
す
る
法
律

第
四
十
七
条
の
五
に
規
定
す
る
学
校
運
営
協
議
会

を
い
う
。
）
を
置
く
と
き
そ
の
他
特
別
の
事
情
の
あ
る

と
き
は
、
学
校
評
議
員
を
置

か
な
い
こ
と
が
で
き
る
。 

  
 

 

附 

則 

こ
の
規
則

は
、
令
和
八
年
四
月
一
日
か
ら
施
行

す
る
。 

 

提
案
理
由 

 
 

学
校
運
営
協
議
会
を
設
置
し
て
い
る
県
立
学
校
に
お
い

て
、
学
校
評
議
員
の
配
置
条
件
を
改
め
た
い
の

で
提
案

す
る
。 

 

【第2号議案】

-7-



〇 

大
分
県
立
学
校
管
理
規
則
（
昭
和
四
十
二
年
大
分
県
教
育
委
員
会
規
則
第
一
号
） 

新
旧
対
照
表 

 
 

 
 
 

 
 
 

 
 
 
 

 
 

 
 

 
 
 

 
 
 
 

 
 

 
 

 
 
 

 
 
 
 

 
 

 
 

 
 
 

 
 
 
 

 
 

 
 

（
傍
線
部
分
は
改
正
部
分
） 

改 
 

 

正 
 
 

案 

現 
 

 
 

 
 
 

行 

第
一
条
～
第
二
十
二
条
の
三 

（
略
） 

 

（
学
校
評
議
員
） 

第
一
条
～
第
二
十
二
条
の
三 

（
略
） 

 

（
学
校
評
議
員
） 

第
二
十
二
条
の
四 

（
略
） 

第
二
十
二
条
の
四 

（
略
） 

２ 

前
項
の
規
定
に
か
か
わ
ら
ず
、
学
校
運
営
協
議
会
（
地
方
教
育
行
政
の

組
織
及
び
運
営
に
関
す
る
法
律
第
四
十
七
条
の
五
に
規
定
す
る
学
校
運
営

協
議
会
を
い
う
。
）
を
置
く
と
き
そ
の
他
特
別
の
事
情
の
あ
る
と
き
は
、

学
校
評
議
員
を
置
か
な
い
こ
と
が
で
き
る
。 

（
新
設
） 

３ 

（
略
） 

２ 

（
略
） 

４ 

（
略
） 

 

第
二
十
三
条
～
第
三
十
四
条 

（
略
） 

 

３ 

（
略
） 

 

第
二
十
三
条
～
第
三
十
四
条 

（
略
） 
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大分県立学校管理規則の一部改正の概要 

 

１ 規則の概要 

  地方教育行政の組織及び運営に関する法律（昭和３１年法律第１６２号）第３３条の規

定に基づき、県立学校の管理運営の基本的事項（職員組織等）について定めるもの 

 

２ 改正理由 

  県立学校における学校運営協議会の設置が増加している状況に鑑み、学校運営協議会を

設置している県立学校における学校評議員の配置条件を改めるもの 

 
３ 改正内容 

  学校運営協議会を設置した場合に学校評議員を配置しないことができる特例の追加（第

２２条の４第２項） 

 

４ 施行期日 

  令和８年４月１日 
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